
◆第3回定例会で審議した議案等の結果と各会派の賛否	 	 （○：賛成、×：反対、欠：欠席、退：退席）

議　案　名　等 概　　　要 自民
10人

公明
6人

共産 
5 人

フォ 
3 人

新風 
3 人

無会派（50音順）
各１人

議決
結果

区長提出議案

目黒区手数料条例の一部を改正する条例 法律等の改正に伴い、建築行為を伴わない既存住宅の長期優良住宅
維持保全計画の認定に係る手数料を追加するもの。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

可決

職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

地方公務員法の改正に伴い、職員の定年年齢を引き上げ、役職定年
制度等を導入するとともに、これらに伴う給与等に関する事項を定め
るもの。

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正す
る条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
職員の懲戒に関する条例等の一部を改正する条例 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
例

法律の改正に伴い、非常勤職員の育児休業の取得回数制限の緩和等
を行うもの。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

目黒区議会議員及び目黒区長の選挙における選挙運
動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

政令に準拠して定めている目黒区議会議員と目黒区長の選挙におけ
る選挙運動に係る公費負担の限度額を引き上げるもの。 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇

目黒区立高齢者福祉住宅条例の一部を改正する条例 「コーポ東根」を新設し、「コーポ目黒本町」に世帯用の住戸を増設する
とともに、住宅の使用ができる者の資格要件を見直すもの。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

目黒区営住宅条例の一部を改正する条例 単身で使用することができる者の資格要件を見直すもの。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

目黒区立児童館条例の一部を改正する条例 児童館を増設し、原町住区センター児童館ひもんや分室を廃止する
もの。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

目黒区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を
改正する条例 助成対象者の範囲を高校生相当年齢までに引き上げるもの。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和４年度目黒区一般会計補正予算（第２号） 歳入歳出予算の総額にそれぞれ104億3,367万3千円を追加し、総額
を1,286億4,169万2千円とするもの。 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和４年度目黒区国民健康保険特別会計補正予算（第
２号）

歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億5,530万4千円減額し、総額を
260億7,009万3千円とするもの。 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和４年度目黒区後期高齢者医療特別会計補正予算
（第１号）

歳入歳出予算の総額にそれぞれ5,743万9千円を追加し、総額を73
億9,455万1千円とするもの。 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和４年度目黒区介護保険特別会計補正予算（第２
号）

歳入歳出予算の総額にそれぞれ5億89万9千円を追加し、総額を226
億220万1千円とするもの。 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和３年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定につ
いて

歳入決算額1,320億1,883万8,709円（前年比10.33%減）
歳出決算額1,232億625万2,003円（前年比10.97%減） 〇 〇 × 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

認定

令和３年度目黒区国民健康保険特別会計歳入歳出決
算の認定について

歳入決算額269億5,566万2,485円（前年比4.72%増）
歳出決算額262億1,821万6,391円（前年比4.52%増） 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和３年度目黒区後期高齢者医療特別会計歳入歳出
決算の認定について

歳入決算額66億7,718万9,117円（前年比2.75%減）
歳出決算額66億2,311万7,272円（前年比3.48%減） 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和３年度目黒区介護保険特別会計歳入歳出決算の
認定について

歳入決算額216億3,411万6,687円（前年比4.30%増）
歳出決算額213億2,977万5,447円（前年比5.81%増） 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

目黒川水質浄化対策施設高濃度酸素溶解水供給装置
設置工事の請負契約 工事の請負契約を行うもの。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

目黒区教育委員会教育長の任命の同意について 9月30日任期満了の関根義孝氏を教育委員会教育長に任命すること
に同意するもの。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 同意

令和４年度目黒区一般会計補正予算（第3号） 歳入歳出予算の総額にそれぞれ19億4,531万8千円を追加し、総額
を1,305億8,701万円とするもの。 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 可決

人権擁護委員候補者の推薦について

伊東大祐氏を推薦することの可否を諮問するもの。 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇
可

として 
答申

飯塚惠美子氏を推薦することの可否を諮問するもの。 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇
上田美喜子氏を推薦することの可否を諮問するもの。 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇

議員提出議案
子育て支援策に係る所得制限を撤廃し、子育て支援の拡充を求める意見書（７面参照） 〇 〇 〇 〇 〇 欠 〇 〇 〇 〇 〇

可決
政治活動用ポスターの自粛に関する決議（下記参照） 〇 〇 × × 〇 欠 〇 退 × 〇 ×
中小企業・個人事業主の存続に向けた取り組みを求める意見書（７面参照） 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
緊急事態に関する国会審議を求める意見書（７面参照） 〇 〇 × × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　令和４年７月８日、街頭で演説中の安倍晋三元総理大
臣が銃撃され、尊い命を奪われた。目黒区議会は、心か
ら哀悼の意を表する。
　私たちは、民主主義の根幹たる選挙が行われている
真っただ中での卑劣な蛮行を断じて許してはならない。
　言論及び政治活動の自由は、公正な社会生活を確立
する上で最も重要な基本的権利であり、これを暴力によ
り封殺することはできない。
　私たちは、このような蛮行に屈することなく、これから
も自由な社会を守り、あらゆる暴力の根絶を未来に引き
継いでいかなければならない。
　目黒区議会は、暴力が自由と民主主義の最大の敵で
あることを表明し、あらゆる暴力の根絶と社会秩序の維
持に最善の努力を尽くしていくことを誓い、ここに決議
する。

令和４年７月２７日
目黒区議会

　厚生労働省が発表した令和３年の出生数は８１万１，６０４人で、６年連続で過去最少を
更新した。少子化による生産年齢人口の減少は経済成長の制約や社会保障制度そのも
のの基盤を不安定にすること等が懸念される。その解決を図るべく、令和元年１０月か
ら幼児教育・保育の無償化が開始されたが、出生数の減少に歯止めがかかっていない。
そうした中、国や自治体が実施する子育て支援策には所得制限が設けられているもの
が多く、支援の対象から外れてしまう子どもが多くいる現状がある。
　「令和３年度子育て世帯への臨時特別給付金」については、児童手当を受け取ってい
る９６０万円以下の世帯（モデル世帯）とされ、目黒区では４８％の子どもが対象外となり
支給されなかった。加えて、児童手当に関しては、令和４年１０月支給分より世帯主の収
入が所得制限限度額（１，２００万円）を超える世帯については特例給付が停止されること
が決定している。また、幼保無償化、障害児手当、いわゆる高校無償化や大学無償化と
呼ばれる各種支援策のいずれにおいても所得制限が設けられている。こうした所得制
限の設定により、手当や助成等も含めた総収入額が逆転してしまう不公平な現象が生
じており、頑張って働けば働くほど子どもへの給付が無くなってしまうという事態は、働
き盛りとされる子育て世帯の就労意欲を著しく低下させるものである。
　内閣府の「令和２年度少子化社会に関する国際意識調査報告書」によると、子どもを
増やしたくない理由で最も多く選択されたのは「子育てや教育にお金がかかるから」で
ある。我が国の将来を担う子どもたちにしっかりと予算を割いていくことは、未来に対
する投資であり、親の所得にかかわらず、全ての子どもが平等に扱われるべきである。
また、そうすることが誰もが子どもを産み育てやすい社会の形成につながり、出生数の
改善にも寄与するものと考える。
　よって、目黒区議会は国会及び政府に対し、児童手当をはじめとした各種子育て支援
策に係る所得制限を撤廃し、子育て支援を拡充することを強く求めるものである。

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和４年９月８日

目黒区議会議長　宮澤　宏行

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、
内閣府特命担当大臣（少子化対策）

　新型コロナウイルス感染症は、長期にわたって全国各地で拡大し大
きな被害をもたらしてきた。この間、全国の９割を超える中小企業の経
営に深刻な影響が発生し、日本経済に大きな打撃を与えている。さら
に医療従事者や病床の不足を解決できず、医療崩壊の危機を招くとい
う想定されなかった事態が発生した。
　また、今後３０年以内に高い確率で｢首都直下地震｣や｢南海トラフ巨大
地震｣の発生が予想されている。東日本大震災の際には、道路をふさい
でいる震災がれきの撤去が遅れたために、支援物資の輸送にも遅れが
発生し、また被災地方自治体の機能停止も問題となった。
　わが国は、これまで緊急事態の発生に対し、災害対策基本法や新型
インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処してきた。しかし従
来の法体系では限界があることが判明した。
　感染症は全国的に影響を及ぼし、大地震などの自然災害はどこの自
治体であっても被災地になりえる。従って、感染症や自然災害に強い社
会をつくることは、全国民的な喫緊の課題である。
　国家の最大の責務は、緊急時において国民の命と生活を守ることに
ある。国民は、緊急時に国民の命と生活を守るための施策と法整備、さ
らには根拠規定たる憲法について国会が建設的な論議に取り組むこと
を期待している。
　よって、国会においては、緊急時における憲法のあり方について建設
的かつ広範な議論を促進するとともに、国民的議論を喚起するよう強
く求める。
　
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和４年９月３０日 
目黒区議会議長　宮澤　宏行

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、　　　
総務大臣、法務大臣、内閣官房長官

　目黒区議会は、平成１０年１１月に全国の地方自治体では初めて政治活動用ポスターの自粛に
関する決議を行い、当時、議員であった多くの者は、選挙前の政治活動用ポスターについてこれ
を自粛し、区民から高い評価を得た。
　また、この決議が契機となって全国的な論議を呼び起こし、平成１１年には選挙運動期間中の
候補者氏名等が記載された政党等の政治活動用ポスターの撤去について規定が追加される法
改正が行われ、一定の成果があったところである。
　しかしながら、決議から２０年以上が経ち、今では選挙が近づくと立候補予定者の氏名等が記
載されたポスターが街に氾濫し、街の美観を損ねていると多くの区民から批判を招いている。
　目黒区議会は議会議決の重さを踏まえて、現職議員一人一人が高い倫理観に基づき行動す
るとともに、街の美観推進に積極的に取り組んでいる姿勢を示し、選挙の公平性や費用のかから
ない政治を実現するために、改めて次のことを決議する。
　なお、新たに目黒区議会議員選挙に立候補を予定する者にも、目黒区議会が全国に先駆けて
街の景観や美観を守ろうとする取り組みに賛同されることを期待する。

１ 　公職にある目黒区議会議員は、個人の氏名、写真を表示した政党の政治活動用ポスター及
び個人のポスター張出しについて、一切これを自粛する。

令和４年９月８日
目黒区議会

子育て支援策に係る所得制限を撤廃し、
子育て支援の拡充を求める意見書

緊急事態に関する国会審議を求める意見書

宛て

　新型コロナウイルス感染症が国内で感染拡大して２年半余りが経過
し、未だに収束の見通しが立たず長期化している。
　政府は、中小企業・個人事業主への対策として感染拡大当初の令和
２年３月から政府系金融機関による新型コロナ特別貸付を開始し、本年
９月末まで申請を受付けている。民間金融機関においても令和２年５月
から実質無利子の信用保証協会付融資を開始し、令和２年度末まで取
り扱った。
　新型コロナ融資の利用は、令和２年３月から１年間がピークとなり、令
和３年４月末での融資総額は、政府系金融機関で２０兆円余り、民間金融
機関で３５兆円余りとなった。
　政府は、コロナ禍の長期化を受けて、令和３年４月から事業再構築補助
金を創設、令和４年１月からは事業復活支援金を創設し継続的な支援に取
り組んでいる。
　しかしながら、多くの中小企業や個人事業主は経営改善に至っておら
ず、現在の原油価格・物価高騰が追い打ちをかけている。
　このような状況の中、新型コロナ融資を受けた企業や個人事業主の
約６割が元本返済据え置き期間を１年以内に設定しているため、経営改
善の見通しが立たない中での元本返済が始まっており、目黒区議会は
国に対し、次の２点を要望する。

１ 　金融機関に対し元本返済据え置き期間の再延長や借り換え等を推
進し、債務返済が困難な中小企業や個人事業主へのさらなる支援を
強化すること。

２ 　コロナ禍の長期化を踏まえて経済的な出口戦略を見直し、地方自
治体が独自に取り組む事業者対策に対し支援を講じること。

　以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

令和４年９月３０日
目黒区議会議長　宮澤　宏行

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
財務大臣、経済産業大臣

中小企業・個人事業主の存続に向けた
取り組みを求める意見書

宛て

宛て

政治活動用ポスターの自粛に関する決議民主主義を守り暴力を根絶する決議書

　		令和4年第4回定例会の予定　　	会期：11/22～12/6

◦ 録画映像は中継終了後5日程度（土・日曜日・祝・休日を除く）から1年間ご覧いただけます。 
◦ 開会予定時間： 本会議は午後1時、委員会は午前10時。最新の情報はホームページで確認できます。  

  

日 月 火 水 木 金 土
11/20 11/21 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26

議会運営◯委
本会議
　（一般質問）
議会中継 

勤労感謝の日
本会議
　（一般質問）
議会中継 

議会運営◯委
本会議
　（議案付託）
議会中継 

11/27 11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3
  企画総務◯委
  生活福祉◯委
  都市環境◯委

文教・子ども◯委

  企画総務◯委
  生活福祉◯委
  都市環境◯委

文教・子ども◯委

区政再構築・
感染症対策等
調査 特

12/4 12/5 12/6
議会運営◯委
本会議
　（議案議決）
議会中継 

◯委  ：委員会　
 特：特別委員会
議会中継   ：本会議はホームページで中継

▲▶︎ ごみバンカ（焼却までごみをためるところ）
の説明を聞く都市環境委員会委員

　

ごみクレーンバケット▶︎ 

令和５年３月完成予定
都市環境委員会が目黒清掃工場を視察

〔会派略称〕　自民：自由民主党目黒区議団　　公明：公明党目黒区議団　　共産：日本共産党目黒区議団　　フォ：フォーラム目黒（立憲民主・無所属の会）　　新風：新風めぐろ　
各会派の構成議員は、ホームページの「区議会の構成と議員名簿」をご覧ください。
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